
船舶事故調査報告書 

令和７年１１月１９日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 乗揚（養殖施設） 

発生日時 令和６年１月１４日 ０７時００分頃 

発生場所 宮城県気仙沼市気仙沼湾 

 岩井埼灯台から真方位００３°１.４海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３８°５１.１′ 東経１４１°３６.３′） 

事故の概要  漁船第十七祐
ゆう

喜
き

丸は、北北西進中、養殖施設に乗り揚げた。 

事故調査の経過 令和６年２月１４日、主管調査官（仙台事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

漁船 第十七祐喜丸、１１９トン 

 １４１３１１、有限会社まるきた商店（Ａ社） 

 乗組員等に関する情報 船長、四級（航海）（履歴限定） 

 負傷者 なし 

 損傷 本船 船首部船底外板に擦過傷 

養殖施設 ロープに切損 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南東、風力 １、視界 良好 

海象：波高 約１ｍ 

日出時刻：０６時５１分頃 

 事故の経過 本船は、船長ほか１３人（日本国籍５人、インドネシア共和国籍８

人）が乗り組み、操業を終えて気仙沼市気仙沼港へ向けて帰航中、夜

が明けるまで気仙沼湾南方沖で漂泊した後、０６時３５分頃同港に向

けて出発した。 

本船は、船長が、レーダー及びＧＰＳプロッターを作動させた後、

操舵室から上部デッキに移動し、目視のみで周囲を確認しながら遠隔

操縦リモコンを使用して、約６ノット（kn）の速力（対地速力、以下

同じ。）で北北西進していた。 

船長は、左舷船首方に反航する４隻の小型船を視認し、同船群との

船間距離を離そうと思い、同船群の動静を見ながら、右舵を取るとと

もに約４kn に減速したところ、船首方至近にわかめ
．．．

養殖施設（以下

「本件養殖施設」という。）を視認し、主機を後進としたものの、本

件養殖施設に乗り揚げた。 

 船長は、Ａ社に本事故の発生を報告し、Ａ社経由で所属漁業協同組

合及び海上保安庁に通報した。 

本船は、船長が船体の損傷状況を確認した後、気仙沼港に自力で帰

港した。 

船長は、右舵を取って約４kn に減速した際、反航する４隻の小型船

の動静だけに意識を向けてレーダー画面を確認せず、船首方を見てい



なかった。 

船長は、気仙沼湾内に養殖施設が設置されていることを知っていた

が、事前に養殖施設の敷設状況を確認していなかったので、本件養殖

施設について知らなかった。（図１参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 事故発生経過概略図 

（海上保安庁ウェブサイト「海洋状況表示システム」*1を利用） 

分析 本船は、北北西進中、船長が、本件養殖施設の位置を把握しておら

ず、また、右舵を取って約４kn に減速した際、反航する４隻の小型船

の動静のみに意識を向け、船首方の見張りを行っていなかったことか

ら、本件養殖施設に向かって接近していることに気付かず、本件養殖

施設に乗り揚げたものと考えられる。 

船長は、気仙沼湾内に養殖施設が設置されていることを知っていた

ものの、事前に水路調査を行っていなかったことから、本件養殖施設

の位置を把握していなかったものと考えられる。 

原因 本事故は、本船が、北北西進中、船長が、本件養殖施設の位置を把

握しておらず、また、反航する４隻の小型船の動静のみに意識を向

け、船首方の見張りを行っていなかったため、本件養殖施設に乗り揚

 
*1 海洋状況表示システム」（海しる）とは、海洋関係機関が収集・保有している海洋情報を集約し、衛星情報や海

上気象の情報などを地図上で重ね合わせて表示させる海上保安庁によるインターネットサービスをいう。 

事故発生場所 

（令和６年１月１４日 

０７時００分頃発生） 

★ 

岩井埼灯台 

わかめ養殖施設区域 

×

宮城県気仙沼市 

本船 

Ｍ 



げたものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・船長は、養殖施設などが敷設されている海域を航行する際、特定

の方向のみに意識を向けることなく、周囲の見張りを十分に行う

こと。 

 ・船長は、海上保安庁ウェブサイト「海洋状況表示システム」及び

漁業協同組合に確認するなどして事前に水路調査を十分に行い、

航行予定海域の養殖施設等の敷設情報を把握しておくとともに、

養殖施設の敷設情報をＧＰＳプロッターに入力しておくこと。 

 


